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１ 地域福祉ネットワーク推進事業 

（１）ボランティア・障害者団体支援事業 

ア 目的 

健康や福祉に関するボランティア団体や障害者団体に活動の場を提供し、情報

や資源の提供などを併せて行い、ボランティア団体や障害者団体の活動がさらに

推進されるように支援することを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

厚生労働省社会・援護局長通知「福祉活動への参加の推進について」 

ウ 対応者 

地域保健課職員 

エ 内容 

福祉部門に登録している団体に対して、活動の場の提供（ボランティア活動室、

障害者団体活動室、聴覚障害者通信室、録音室、点訳室）を行うとともに情報提

供を行っている。また、登録団体連絡会議で、健康福祉センターの利用について

の意見交換や団体間の情報交換の機会を提供している。 

さらに、健康福祉センターまつりや各種障害者スポーツ事業等で参加・協力を

いただくなど、センター事業における交流の機会も提供している。 

オ 実績                         単位：団体 

  区分 

年度  
ボランティア団体 障害者団体 合計 

Ｒ１ １９ １６ ３５ 

Ｈ３０ ２１ １６ ３７ 

対比 －２ ０ －２ 

カ 事業の経過 

平成１５年度、団体登録開始 

キ まとめ 

ボランティア活動室と市公式ホームページで、登録団体に関する活動内容の紹

介を掲示・掲載しており、問い合わせに対応している。ボランティア活動に参加

を希望する方や、ボランティアを必要とされている方への情報提供、障害のある

方の社会参加を促進する場の提供を今後も推進していく。 

 

（２）健康福祉センターまつり開催事業 

ア 目的 

市民、関係団体、行政の協働によるイベントを企画・実施することにより、市

民の主体的な健康づくりの推進及び福祉コミュニティの創造を図ることを目的 

   とする。 
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イ 根拠・関連法令 

なし 

ウ 対象 

市民、関係団体等 

エ 対応者 

健康福祉センターまつり実行委員会 

オ 内容 

   （ア）健康（イ）子育て・子育ち（ウ）福祉（エ）活動紹介・ＰＲ（オ）模擬

店・出店（カ）ふれあい広場（キ）作品展 の７つのテーマに分かれ、市民、関

係団体、行政が協働しながら催し物を企画 

カ 実績                             単位：人 

    区分 
年度 

来場者数 参加団体数（団体） 実行委員数 

Ｒ１ 未実施 ４２ ４４ 

Ｈ３０ ３，５００ ４５ ４７ 

対比  －３ －３ 

キ 事業の経過 

平成１４年度まで「入間万燈まつり」と同時開催していた「健康まつり」を、 

平成１５年度から健康づくりと地域福祉の拠点施設として開館した健康福祉セ

ンターに会場を移し「健康福祉センターまつり」として毎年３月に開催している。 

ク まとめ 

健康福祉センターまつりは、保健・医療・福祉の各分野に関係する団体、公募

による市民で構成する実行委員会と市職員が協力して、まつりの運営方法等の協

議を重ね開催することで、準備段階から各々がまつりに携わるため、関係団体及

び市民の相互理解や交流の場として定着している。令和元年度は、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため２月に中止決定した。 

 

２ 障害者の文化及びスポーツ事業 

（１）元気な入間「障害者スポーツ大会」 

ア 目的 

障害者がスポーツを通じて健康を増進するとともに、多くの市民の参加・協力

により、障害のある人もない人も障害への理解を深め、障害者の社会参加と元気

な入間を推進することを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

障害者総合支援法 

ウ 対象 
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健康状態が良好な市内在住、在勤又は市内施設に通所している１０歳以上（４

月１日現在）の障害者 

エ 対応者 

元気な入間「障害者スポーツ大会」実行委員会 

オ 内容 

市内の福祉施設等でチームを編成し、チーム対抗競技を市民体育館内で行って

いる。競技内容はレクリエーション性を重視した種目になっており、障害の種別

を問わず楽しんでいただけるよう配慮している。 

カ 実績                              単位：人 

 区分 

年度 

選手（障害者・保護

者・施設職員含む） 

協力者（ボランティ

ア・実行委員、職員） 
来賓 その他 合計 

Ｒ１ ３４１ １３４ ２７ ２４ ５２６ 

Ｈ３０  ３３０ １３９ ２３ ２０ ５１２ 

対比 １１ －５ ４ ４ １４ 

キ 事業の経過 

平成１５年度、障害福祉課から事業移管され、健康福祉課で実施 

平成２９年度、組織機構の見直しにより地域保健課所管となる 

ク まとめ  

市内の障害者福祉施設・障害者団体が一堂に会するイベントとして定着してお

り、また、中学生を含む多くのボランティアの方の協力をいただいており、広く

交流が持てる機会になっている。 

 

（２）国・県主催障害者スポーツ大会参加支援事業 

ア 目的 

国・県の障害者スポーツ大会への参加を通じて、障害のある方の社会参加の機

会を拡大し、障害者スポーツの普及、障害者の健康増進、仲間作りを推進するこ

とを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

障害者総合支援法 

ウ 対象 

入間市が取りまとめを行う国・県主催の障害者スポーツ大会申込者（ふれあい

ピック春季・秋季大会及び全国障害者スポーツ大会等） 

エ 対応者 

地域保健課職員 

オ 内容 

県が主催する「ふれあいピック」のメイン大会（春季大会：陸上競技・秋季大
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会）に関しては、平成３０年度までは市バスで送迎し職員が同行していた。令和

元年度は、市バスが廃止になったため同行しなくなった。 

カ 実績 

（ア）ふれあいピック春季大会                 単位：人 

 区分 

年度 

参加者数 うち 

市バス同乗者数 選手 付き添い 職員 

Ｒ１ ６    

Ｈ３０ １１ ７ ２ １６ 

対比 －５    

（イ）ふれあいピック秋季大会                 単位：人 

区分 

年度 

参加者数 うち 

市バス同乗者数 選手 付き添い 職員 

Ｒ１ １    

Ｈ３０     

対比     

キ 事業の経過 

国・県が主催する障害者スポーツの大会に関しては、障害者の社会参加を支援

するために、開催の周知を行い、また参加希望者の申請手続きの取りまとめを行

っている。 

 ク まとめ 

平成３０年度秋季大会は荒天のため中止となり、春季大会のみの参加となった。

令和元年度は市バスが廃止になったため、選手の参加者が減少してしまった。 

 

（３）障害者スポーツ教室・大会開催事業 

◆障害者フライングディスク教室・大会 

ア 目的 

障害のある方の健康増進・体力維持を目的とする。併せて、市民ボランティア

の協力を得ることにより、地域住民との交流を強化することを目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

障害者総合支援法 

ウ 対象 

市内在住、在勤、在学で、健康状態が良好な障害のある方 

エ 対応者 

地域保健課職員、障害者支援課職員、スポーツ推進課職員 

オ 内容 

日ごろスポーツをする機会のない方でも比較的簡単に取り組める「フライング
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ディスク」の教室・大会を実施 

カ 実績 

（ア） フライングディスク教室                   単位：人 

 区分 

年度 
選手 

協力ボランティア 
職員 合計 

民生・児童委員 
スポーツ 
推進委員 中学生 

Ｒ１ １８  １４  １２ ４４ 

Ｈ３０       

対比       

（イ） フライングディスク大会                   単位：人 

 区分 

年度 
選手 

協力ボランティア 
職員 合計 

民生・児童委員 
スポーツ 
推進委員 中学生 

Ｒ１ ６６ ２０ １２ ９ １１ １１８ 

Ｈ３０       

対比       

キ 事業の経過 

平成１２年度、障害福祉課で重度の障害者でも取り組みやすいスポーツとして、

「フライングディスク」実施 

平成１５年度、健康福祉センター開館に伴い、事業移管され健康福祉課で実施 

平成２９年度、組織機構の見直しにより、地域保健課の所管となる。 

ク まとめ 

障害のある方の健康増進・社会参加の場であるとともに、地域住民との相互の

交流の場となっている。また、中学生を含む多くのボランティアの参加をいただ

いているため、世代間交流の場にもなっている。 

平成３０年度は市民体育館の耐震工事のため実施せず。 

 

◆障害者ボッチャ体験教室・交流大会 

ア 目的 

障害のある方の健康増進・体力維持を目的とする。 

イ 根拠・関連法令 

障害者総合支援法 

ウ 対象 

市内在住、在勤、在学で、健康状態が良好な障害のある方 

エ 対応者 

地域保健課職員 
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オ 内容 

「ボッチャ」の教室・大会を実施。「ボッチャ」はボールを転がすことができ

れば、重度の障害がある方でも比較的簡単に取り組めるスポーツであり、パラリ

ンピックの正式種目でもある。 

専門のスタッフとして、障害者スポーツ指導者協議会から運営スタッフの派遣

協力をいただいている。 

カ 実績 

（ア） ボッチャ体験教室                 単位：人 

 区分 

年度 
選手 

協力者 

埼玉県障がい者 
スポーツ指導者協議会 

職員 合計 

Ｒ１ １１ １０ ６ ２７ 

Ｈ３０ １１ ９ ６ ２６ 

対比 ０ １ ０ １ 

（イ） ボッチャ交流大会                 単位：人 

 区分 

年度 
選手 

協力者 

埼玉県障がい者 
スポーツ指導者協議会 

職員 合計 

Ｒ１ ４４ １０ ６ ６０ 

Ｈ３０ ４４ ９ ６ ５９ 

対比 ０ １ ０ １ 

キ 事業の経過 

平成２２年度、事業の開始 

平成２９年度、障害者スポーツ指導者協議会スタッフが講師を兼任 

ク まとめ 

障害のある方の健康増進・社会参加の場の提供、当事者同士の交流の場として、

教室・大会を開催している。 

 

（４）障害者文化活動支援事業 

ア 目的 

文化活動を通して自己表現・自己実現・社会参加の機会を提供し、障害者に対

する市民の理解を深め、誰もが明るく暮らせる社会づくりを促進することを目的

とする。 

イ 根拠・関連法令 

障害者総合支援法 

ウ 対応者 

地域保健課職員 
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エ 内容 

（ア）健康福祉センターまつりでの「障害のある方の作品展」 

障害のある人が制作した手芸や書道、絵画、工芸等の作品展示 

（イ）元気な入間障害者スポーツ大会での「大会周知用ポスター掲載作品展」 

障害のない方も出品できる。大会当日に全応募作品を会場に掲示し、投票によ

り次年度大会周知用ポスターの掲載作品を決定 

（ウ）情報提供（関東近郊の障害者の作品展・展示会・美術展など） 

オ 実績                              単位：品 

年度 

区分 
Ｒ１ Ｈ３０ 対比 

（ア）健康福祉センターまつりでの出品数  ５４  

（イ）元気な入間障害者スポーツ大会での出品数 ３７ ３７ ０ 

カ 事業の経過  

（ア）平成１８年度、第３回健康福祉センターまつりから開始 

（イ）平成１８年度、第３０回元気な入間障害者スポーツ大会から開始 

キ まとめ 

障害のある方の社会参加に寄与するとともに、作品展を通じて、「作る喜び」

「見せる喜び」を感じていただく機会にもなっている。 

また、市民に障害や障害のある方への理解を深めていただくきっかけ作りも目

標としている。令和元年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健康福

祉センターまつりが中止となり、作品展も実施できなかった。元気な入間障害者

スポーツ大会の作品数は平成３０年度と同数だった。 

 

３ 地域保健福祉推進事業 

（１）随時相談 

ア 目的 

からだやこころの健康及び健康づくりに関する相談を実施することにより、市

民がより健康で自立した生活を送れるよう支援する。 

イ 根拠・関連法令 

健康増進法 

精神保健福祉法 

老人福祉法 

ウ 対応者 

保健師、精神保健福祉士、管理栄養士、健康運動指導士、歯科衛生士 
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エ 内容 

初期相談・・対象者から相談があった際に、電話・来所にて対応 

継続相談・・初期相談後、継続的に支援が必要な場合、電話・来所・訪問にて

対応 

オ 実績（相談内容）                        単位：人 

年 度 

内 容 
Ｒ１ Ｈ３０ 対比 

精  神 １，６０２ １，９５５ －３５３ 

健康増進 ２６２ ３４３ －８１ 

健（検）診 ２２ ３７ －１５ 

難  病 ４ ６ －２ 

合  計 １，８９０ ２，３４１ －４５１ 

 ○再掲（相談方法）                        単位：人 

年 度 

区 分 
Ｒ１ Ｈ３０ 対比 

電 話 
実人数 ３３９ ３９２ －５３ 

延人数 ８７５ １，０２６ －１５１ 

来 所 
実人数 １２７ １９０ －６３ 

延人数 ４５６ ４２８ ２８ 

訪 問 
実人数 ２９ ５９ －３０ 

延人数 ３３２ ５３６ －２０４ 

調 整 
実人数 ６４ ６６ －２ 

延人数 ２２７ ３５１ －１２４ 

合 計 
実人数 ５５９ ７０７ －１４８ 

延人数 １，８９０ ２，３４１ －４５１ 

カ 事業の経過  

平成１５年度、事業開始 

平成２９年度、地区担当制導入 

キ まとめ 

分類別では、精神疾患関連の相談が８割以上を占めている。一方で、明らかな

精神疾患の疑われないひきこもりの方や家族支援などの相談が増加し、随時相談

の内容は多岐にわたっている。年齢別では２０歳未満の相談が年々増加をしてい

る。 
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（２）精神科医によるこころの相談・もの忘れ相談 

ア 目的  

精神的問題を抱える市民及びその家族に対して、精神科医が専門的な助言を行

うことにより、市民の精神保健の向上を図る。 

 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

 ウ 対象 

    精神的な症状やもの忘れなどで精神科への受診を迷っている方、及びその家族 

エ 対応者 

医師、保健師、精神保健福祉士 

オ 内容 

精神的な症状やもの忘れなどで精神科への受診を迷っている方、及びその家族

が、精神科の医師に相談することにより、受診等の今後の方向性を決めていく。 

カ 実績 

   区分 

年度 
実施回数（回） 

相談件数（件） 

 うち物忘れ相談 

Ｒ１ ４ ９ ３ 

Ｈ３０ ４ ９ ４ 

対比 ０ ０ －１ 

キ 事業の経過 

平成１８年度、市単独事業として実施（前年度まで、旧狭山保健所管内地域精

神保健福祉推進協議会の負担金で運営） 

ク まとめ 

    専門医による医学的な見立てにより、疾病等の早期発見・早期対応につながっ

ている。また、地区担当保健師や精神保健福祉士が相談に同席し、必要な支援の

情報提供も行っている。 

 

（３）精神保健カンファレンス 

ア 目的 

精神保健に関する相談事例について、相談経験豊富な専門職の助言を受けなが

ら、検討することにより、市職員や関係機関の職員の相談技術の向上を図る。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対象 

市職員（保健師、精神保健福祉士等）、関係機関の職員 
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エ 対応者 

精神保健福祉士・臨床心理士 

オ 内容 

困難ケース等の事例に対し、経験豊富な外部の専門職から助言を得ながら、参

加者間で検討を行い､支援の見立て等を学ぶ。 

カ 実績                              単位：人 

 区分 

年度 

回数 

（回） 

事例検討数 

（件） 

参加者 

合計 

参 加 者 内 訳 

講師 職員 
その他 

（保健所、関係機関
等） 

Ｒ１ ６ ９ ８６ ６ ４５ ３５ 

Ｈ３０ ６ １０ ９３ ６ ４４ ４３ 

対比 ０ －１ －７ ０ １ －８ 

キ 事業の経過 

   平成１９年度、市単独事業として実施（県の技術協力医制度廃止による） 

ク まとめ 

立場が違う支援者が参加することで、広い視野で多角的にケースを見る機会と

なり、支援技術の向上につながっている。また、支援者同士が顔を合わせ、情報

共有をする場となっている。参加者が固定化をしているため、周知方法を検討し

ていく。 

 

（４）精神保健福祉担当者連絡会議 

ア 目的 

精神保健福祉事業についての情報交換を行うことで、効率的な業務の推進を図

る。また、担当者間で困難事例等の検討を行うことにより、適切な精神保健福祉

サービスが提供できるよう調整を図る。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対象 

狭山保健所職員、地域保健課職員、障害者支援課職員、障害者基幹相談支援セ

ンター職員 

エ 対応者 

保健師、精神保健福祉士 

オ 内容 

（ア）困難事例（近隣苦情を含む）の検討、対応の確認 

（イ）精神保健福祉事業、制度の情報交換 
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（ウ）入間市の精神保健福祉分野における、その他の事項について検討 

カ 実績                             単位：人 

 区分 

年度 

実施回数 

（回） 

地域保健課

（延べ） 

障害者支援課 

（延べ） 

保健所等 

（延べ） 
合 計 

Ｒ１ ６ ４３ ８ ９ ６０ 

Ｈ３０ ５ ２６ ７ ７ ４０ 

対比 １ １７ １ ２ ２０ 

キ 事業の経過 

平成２８年度、障害者基幹相談支援センターを加え、情報交換を開始 

ク まとめ 

障害者基幹相談支援センター職員が定期的に会議に参加することで、相談支援

事業所等に支援者が共有すべき関連事業や制度等の情報が行き届くようになっ

ている。連携が必要なケースについて情報共有することにより、スムーズな地域

移行・地域定着支援につながっている。 

 

（５）精神障害者地域生活支援事業 ソーシャルクラブ「いるまぴあ」 

ア 目的 

地域生活支援の一環として、精神障害者等が安心して集える場を提供し、グル

ープ活動等を通して、社会的自立を支援する。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法  

ウ 対象 

精神障害者及びひきこもり状態にある方 

エ 対応者 

保健師、精神保健福祉士 

オ 内容 

社会生活技能の向上及び対人関係能力の改善、仲間づくりを図るため、話し合

い、スポーツ、料理、レクリエーション、創作活動、社会技能訓練等のグループ

活動を第２、４水曜日に健康福祉センターにて実施している。また、利用者の生

活、就労の相談などの個別支援等も併せて行っている。さらに、メンバー間の交

流だけでなく、精神保健ボランティアや実習生等に参加してもらうことで地域と

の交流も取り入れている。 
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カ 実績                              単位：人 

区分 

年度 
事業名 

実施 

回数 

（回） 

参加者 見学者 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

(延べ) 実人数 延べ 
実人

数 
延べ 

Ｒ１ いるまぴあ ２２ １０ ７６ ３ ５３ ４２ 

Ｈ３０ いるまぴあ ２３ ８ ８４ ４ ３８ ２１ 

対比  －１ ２ －８ －１ １５ ２１ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月に２回中止。 

キ 事業の経過 

平成１５年度、狭山保健所で行っていた「ピアクラブ」を引き継ぎ、ソーシ 

ャルクラブ「いるまぴあ」を開始した。 

平成２８年度、対象者の枠を拡大し、精神障害者の有無に関わらず、ひきこ 

もり状態にある人を事業の対象とした。 

ク まとめ 

   活動の場に通うことを通して、生活リズムを整えることにつながっている。ま

た、活動を通して、社会生活技能の向上及び対人関係能力が改善をしている。 

 

（６）精神障害者地域生活支援事業 ソーシャルクラブ「家族の集い」 

ア 目的 

精神障害者及びひきこもり状態にある方の家族同士が情報交換をし、交流を深

め、日ごろの悩みなどを語り、分かち合うことで共に支え合えるよう支援する。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対象 

精神障害者及びひきこもり状態にある方の家族 

エ 対応者 

保健師、精神保健福祉士 

オ 内容 

情報交換、分かち合い、学習会や創作活動等を、奇数月第２火曜日に健康福祉

センターで実施している。 

カ 実績                           単位：人 

    区分 

年度 

実施回数 

（回） 
参加者 

参加者 

（延べ） 
ボランティア 

Ｒ１ ５ １４ ３８ ０ 

Ｈ３０ ６ １４ ４８ ０ 

対比 －１ ０ －１０ ０ 
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１回中止。 

キ 事業の経過 

    平成１６年度、ソーシャルクラブ参加者の家族を対象に事業を開始 

    平成２８年度、対象枠を拡大し、精神障害者及びひきこもり状態にある方の家

族を対象として実施 

ク まとめ 

内容は家族の希望を取り入れながら決定し、ソーシャルクラブのプログラム体

験や福祉施設の視察、家族のための健康講座などを実施している。家族同士が悩

みを共有したり、当事者への関わりを学ぶ機会となっている。家族が元気を回復

することで、当事者の回復につながっている。 

 

（７）統合失調症講座 

ア 目的 

統合失調症の正しい知識と適切な対応方法の普及啓発をおこなうことで、統合 

失調症の早期発見や早期治療、再発予防に努める。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対象 

   市民、市内在住の精神疾患を持つ方とその家族 

エ 対応者 

地域保健課職員 

オ 内容 

精神疾患に関する知識の習得と、精神疾患のある方への対応方法についての講

義や演習を行っている。また、精神疾患のある方の家族同士の交流を深めている。 

（ア）令和元年度プログラム 

 日 時 内 容 

１ １１月２９日（金） 
＜公開講座＞ 
「精神科医による基礎知識と対応について」 
講師：森林公園メンタルクリニック 稲見 浩太氏 

２ １２月１１日（水） 

＜家族交流会＞ 
対象：統合失調症のある方とその家族 
「ＳＳＴ体験講座」 
講師：地域保健課職員 
「当事者・家族合同座談会」 

   （イ）平成３０年度プログラム 

 日 時 内 容 

１ １１月１５日（木） 

＜公開講座＞ 
「精神科医による基礎知識と対応について」 
講師：松風荘病院 依田 裕生氏 
「入間市にある社会資源について」 
講師：施設職員、当事者 
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２ １１月２９日（木） 

＜家族交流会＞ 
対象：統合失調症のある方とその家族 
「統合失調症に効く！栄養と運動のおはなし」 
講師：地域保健課職員 
「当事者・家族合同座談会」 

カ 実績                     単位：人 

年度 実施日数（日） 参加者（延べ） 

Ｒ１ ２ ３４ 

Ｈ３０ ２ ８８ 

対比  ０ －５４ 

キ 事業の経過 

平成２５年度、主に統合失調症講座として実施 

平成２９年度、当事者と家族の交流の場として座談会を初めて実施 

ク まとめ 

統合失調症は１００人に 1人の発症があることから、今後も精神科医による統

合失調症の講義を行っていく必要がある。また、統合失調症の早期発見、早期治

療のために疾病の普及啓発は大切であるため、多くの方に参加していただけるよ

うにＰＲしていく。参加者が減少しているため、今後は講演と座談会を同日に開

催する等、参加がしやすい工夫をしていく。 

 

（８）自主グループ支援事業 

ア 目的 

健康福祉センターでの事業が終了しても継続して活動を行うことが望ましい

グループが自主的な活動を円滑に行えるよう側面的に支援する。 

イ 根拠・関連法令 

社会福祉法 

ウ 対象 

健康福祉センターでの事業修了者などで自主的にグループを作り、今後も活動

することを考えている方（当事者、家族、ボランティア）。 

エ 対応者 

精神保健福祉士、保健師、管理栄養士、健康運動指導士、事務職員 

オ 内容 

グループを立ち上げる段階から職員が協働し、将来的にはメンバーだけでグル

ープ運営ができるように側面から支援している。 

カ 実績 

現在、機能訓練事業（平成１７年休止）修了者の１グループ及び、ソーシャル
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クラブ修了者の１グループを支援。 

キ 事業の経過 

（ア）「めだかⅡ」 

平成１７年度の機能訓練事業の修了生のグループ。 

月２回健康福祉センターで活動。ボランティアの力を借りながら、レクリ

エーションや調理実習などを計画し活動している。 

（イ）「ぴあサークル」 

ソーシャルクラブ「いるまぴあ」の修了生のグループ。平成２７年度から

自主グループとして活動を開始。平成３０年度から精神保健ボランティアひ

ばりの事業となる。 

月１回健康福祉センターで活動。ボランティアの力を借りながら、レクリ

エーションなどを計画し活動をしている。 

 

（９）精神保健福祉講演会 

ア 目的 

精神疾患の正しい知識と適切な対応方法の普及啓発を行うことで、精神疾患の

早期発見や早期治療、再発予防を図ること、また、誰もがその人らしく住み慣れ

た地域で暮らせる地域づくりを推進する。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対応者 

地域保健課職員 

エ 内容                              単位：人 

 区分 

年度 
日 時 内 容 参加者 

Ｒ１ 

第１回 

９月２５日（水） 

「こころに寄り添うコミュニケーション

を磨く！～ゲートキーパー養成講座～」 

講師：越谷心理支援センター 林 輝明氏 

１１０ 

第２回 

２月２０日（木） 

「こころに寄り添うコミュニケーション

を磨く！～ゲートキーパー養成講座～」 

講師：越谷心理支援センター 林 輝明氏 

５６ 

Ｈ３０ 

第１回① 

１２月１５日

（土） 

「発達に特徴のある子の力を伸ばす関わ

りと空間づくりのコツ～保育園・幼稚園で

の場面を通して～①」 

講師：スペクトラムライフ代表 桑野 恵

介氏、関係課職員 

１５３ 
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前半：地域の相談機関とその利用方法、発

達に特徴のある子が利用できる社会資源

（説明） 

後半：発達に特徴のある子の特性の理解

（講義） 

第１回② 

１２月２２日

（土） 

「発達に特徴のある子の力を伸ばす関わ

りと空間づくりのコツ～保育園・幼稚園で

の場面を通して～②」 

講師：スペクトラムライフ代表 桑野 恵

介氏、関係課職員 

前半：発達に特徴のある子への対応のポイ

ント、発達に特徴のある子にやさしい環境

設定（講義） 

後半：発達障害児への支援、保護者とのコ

ミュニケーション（事例検討） 

第２回 

１月３１日（木） 

「思春期のこころの理解～精神疾患への

気づきと関わり方～ 

講師：防衛医科大学校病院 髙橋 知久氏 

４５ 

オ 実績                単位：人 

年度 実施日数（日） 参加者（延べ） 

Ｒ１ ２ １６６ 

Ｈ３０ ３ １９８ 

対比 －１ －３２ 

カ 事業の経過 

平成２８年度、事業名を精神保健福祉講演会と変更し、相談業務の中から必 

要性の高いテーマを主題にして精神保健福祉に関する講演会

を実施 

平成２９年度、年２回実施とする。 

キ まとめ 

    令和元年度は自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図る「ゲートキ

ーパー」の役割を担う人材の養成を目的として、９月の自殺予防週間と３月の自

殺対策強化月間に合わせ、ゲートキーパー養成講座を開催した。ゲートキーパー

について知らない市民が多く、ゲートキーパーについて知っていただく機会とな

った。今後もゲートキーパーを学ぶ機会の提供を通して、自分自身や周囲の人の

心身の不調に気づくきっかけを作っていく。 
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（１０）自殺対策事業 

ア 目的 

自殺予防に関する正しい理解の普及・啓発を進めるとともに、相談体制の充実

を図り、自殺対策を推進する。 

イ 根拠・関連法令 

自殺対策基本法 

ウ 対応者 

地域保健課職員、自殺対策関連各課職員 

 内容・実績 

 （ア）普及啓発 

ａ 本庁舎でのパネル展示 

（イ）自殺予防週間街頭キャンペーン ※西武鉄道㈱と共催 

区分 

年度 
日 時・場 所 啓発用品の配布実績 

Ｒ１ 
９月３日

（火） 

入間市駅、武蔵藤沢駅 

午前７時３０分～８時３０分 

一煎茶葉・リーフレット 

各駅１，０００セット 

Ｈ３０ 
９月６日

（木） 

入間市駅、武蔵藤沢駅 

午前７時３０分～８時３０分 

一煎茶葉・リーフレット 

各駅１，０００セット 

オ 事業の経過 

平成１８年、自殺対策基本法が施行 

平成２１年度、「入間市自殺対策庁内連絡会議」を設置 

平成２１年度、自殺予防週間街頭キャンペーンを実施 

平成２７年度、若年層への啓発活動として、成人式でのＰＲを開始 

平成２８年度、法改正に伴い、「入間市自殺対策庁内連絡会議ワーキングチーム 

会議」を設置 

   平成３０年度、「入間市自殺対策計画」策定 

 カ まとめ 

平成２８年度からの継続で、自殺予防週間の街頭キャンペーンにて、緑茶のリ

ラックス効果のＰＲとシティセールスを兼ねて、狭山茶とリーフレットを市民に

配布している。 

自殺対策庁内連絡会議等を活用し、関係各課が実施している自殺関連事業を共

有することで連携を図り、事業を効果的かつ総合的に実施していくことで、「誰

も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指していく。 
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（１１）こころの健康講座  

ア 目的 

   精神疾患患者が増加している現状を踏まえ、メンタルヘルスに関する知識の普

及啓発を行い、精神疾患の予防と健康増進を図る。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対象 

市民 

エ 対応者 

保健師、精神保健福祉士 

オ 内容                              単位：人 

区分 

年度 
日時・内容 会場 

参加者 

（延べ） 

Ｒ１ 

出張講座 

６月５日（水） 

７月１日（月） 

７月５日（金） 

８月２２日（木） 

１０月１１日（金） 

１月２９日（水） 

 

市民活動センター 

豊岡小学校 

武蔵中学校 

金子公民館 

西武公民館 

市民活動センター 

１０３ 

   

Ｈ３０ 

出張講座 

６月５日（火） 

２月１９日（火） 

藤沢６区公会堂 

黒須公民館 

４０ 

   

カ 実績              単位：人 

年度 実施日数（日） 参加者（延べ） 

Ｒ１ ６ １０３ 

Ｈ３０ ２ ４０ 

対比 ４ ６３ 

キ 事業の経過 

平成２６年度、事業の開始 

平成２７年度、地域に出向き、各公民館を巡回し実施 

平成２８年度、センター内で２回の開催と出張講座で実施 

平成２９年度、出張講座のみの実施 

ク まとめ 

 令和元年度は平成３０年度と比べ多くの申し込みがあった。今後もより多く

の方に、こころの健康について知ってもらうため、周知をしていく。 
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（１２）発達障害者支援事業 

ア 目的 

    発達障害に関する知識の普及啓発を行うことにより、精神疾患等の二次障害の 

予防や社会参加を支援する。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

ウ 対象  

市民 

エ 対応者 

保健師、精神保健福祉士、保育士 

オ 内容・実績                           単位：人 

 区分 

年度 
日 時 内 容 参加者 

Ｒ１ ６月２７日（木） 

「発達に個性のある子への対応のポイント」 

講師：株式会社スペクトラムライフ 

桑野 恵介氏 

４４ 

Ｈ３０ ６月２８日（木） 

「発達が気になるお子さんへの関わり方」 

講師：森林公園メンタルクリニック 

医師 稲見 浩太氏 

５７ 

対比   －１３ 

カ 事業の経過 

平成２２年度、大人の発達障害をテーマとして事業を開始 

平成２９年度、子どもの発達障害をテーマとして実施 

キ まとめ 

   平成２９年度より子どもの発達をテーマに講演会を実施。発達に個性のある保

護者や支援者に多く参加していただき、参加者のニーズに合った講演会になった

と思われる。講演後に地域保健課職員から発達に個性のあるお子さんが利用でき

る福祉サービスの紹介をし、参加者に相談機関を知っていただく機会となった。

今後もニーズに合わせて、テーマを検討していけると良い。 

 

（１３）精神保健福祉医療地域連携会議 

ア 目的 

   当市の精神保健福祉の向上のために、保健、福祉、医療の各関係機関の連携強

化を図る。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 
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ウ 対象 

市職員（保健師、精神保健福祉士、その他相談担当職員）、精神保健福祉医療

に関わる市内及び近隣市の関係機関の職員 

エ 対応者 

地域保健課及び障害者支援課の職員（保健師、精神保健福祉士） 

オ 内容・実績                           単位：人 

年度 
日 時 

内 容 
参加者 

（延べ） 

Ｒ１ 

第１回 

７月１９日（金） 

「入間市まるわかり地域移行ガイド

ブック」完成報告 
 

１１７ 第２回 

１２月２０日（金） 

「つながりを可視化する～精神障害

者にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築のために～」 

Ｈ３０ １２月１３日（木） 「地域移行・地域定着支援」 ５６ 

対比   ６１ 

カ 事業の経過 

平成２６年度、精神保健福祉担当者会議の拡大会議として、関係機関との会議

を開催 

平成２８年度、地域連携会議として事業化 

平成３０年度、「入間市まるわかり地域移行ガイドブック」を作成 

キ まとめ 

令和元年度は本会議を２回開催し、１回目は平成３０年度に作成をした「入間

市まるわかり地域移行ガイドブック」の完成報告を行った。２回目は「精神障害

者にも対応した地域包括ケアシステム」についての講演後、医療中断ケースにつ

いてグループワークを行った。各機関の支援者がお互いの顔と役割を知ることが

でき、今後の連携した支援につながると思われる。 

 

（１４）自立支援セミナー 

ア 目的 

    子どもの自立に悩む家族に対する自立に向けた支援 

イ 根拠・関連法令 

   精神保健福祉法 

ウ 対象 

不登校・ひきこもり・無業等の子どもについて悩んでいる家族 

エ 対応者 

   専門相談員、商工観光課職員、地域保健課職員 
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オ 内容 

前半は現在の若者を取り巻く社会状況や社会に一歩踏み出せない子どもへの

対応についてセミナーを実施。後半は個別面談を実施。 

カ 実績 

   区分 

年度 

参加者数 

 うち個別相談利用者数 

Ｒ１ １２ ４ 

H３０ ６ ４ 

対比 ６ ０ 

キ 事業の経過 

    平成３０年度、商工観光課の既存事業を共催で実施。 

ク まとめ 

    商工観光課と共催で実施することにより、利用者に対し、継続した支援を行う

ことができた。 

 

（１５）ひきこもり相談 

ア 目的  

ひきこもりの専門相談を実施することにより、ひきこもり当事者や家族の心身

の健康を保持することや当事者の社会参加を促進する。 

イ 根拠・関連法令 

精神保健福祉法 

 ウ 対象 

    ひきこもりに悩んでいる市民及びその家族（対象年齢おおむね１５～３９歳） 

エ 対応者 

専門相談員、保健師、精神保健福祉士 

オ 内容 

   ひきこもりの専門相談を行い、適宜、支援に必要な制度やサービスを紹介し、

専門機関につなぐ。 

カ 実績 

   区分 

年度 
実施回数（回） 相談件数（件） 

Ｒ１ ６ ２０ 

キ 事業の経過 

令和元年度、事業開始 

ク まとめ 

   ひきこもりの相談が増加していることから、令和元年度から事業を開始した。 
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  相談窓口があることにより、ひきこもりの早期相談・早期支援につながっている。     

 

４ 元気キッズ（児童発達支援事業・保育所等訪問支援事業） 

（１）児童発達支援事業 

ア 目的 

障害を有する、又は発達に遅れのある児童及びその保護者に対し、指導、訓

練、相談等を実施し、児童の健やかな育成と福祉の増進を図る。 

イ 根拠・関連法令 

   児童福祉法、入間市児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業実施規則 

ウ 対象 

   市内に在住する障害を有する、又は発達に遅れのある小学校就学前の児童及

びその保護者で、保護者とともに通える者。 

エ 対応者 

   保育士、看護師、臨床心理士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、音楽

療法士、事務職員 

オ 内容 

・ 児童の日常生活における基本的な動作の指導に関すること 

・ 児童の知識技能の付与に関すること 

・ 児童の集団生活への適応訓練に関すること 

・ 保護者への相談及び支援に関すること 

・ その他支援事業の目的を達成するために必要なこと 

遊びを通して人とのかかわりを育て、自立に向けた支援など児童の発達を促

す支援を行っている。 

カ 実績 

   利用児童数                           単位：人 

             年 度 

区 分 
Ｒ１ Ｈ３０ 対比 

元気キッズのみに通う通園利用 １８ １９ －１ 

幼稚園・保育所(園)に通う併用利用 １９ ２４ －５ 

個別の相談 １４ １３ １ 

合    計 ５１ ５６ －５ 

キ 事業の経過 

平成１５年度、健康福祉センターの開設に伴い、児童福祉課所管の保護者向け

幼児療育相談室「のびのび教室」を、新たに発達支援事業「元

気キッズ」として、親子支援課所管にて開始。 

平成２７年度、児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業所となる。 
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平成２９年度、機構改革により、こども支援部こども支援課の所管となる。 

 

ク まとめ 

健康推進部地域保健課の健診事業との連携により、障害の早期発見、早期支

援を実施している。元気キッズは様々な状態の児童が利用しており、より継続

的な支援を必要とする親子が多くなっている。 

切れ目のない一貫した支援を総合的に実施するため、児童発達支援センター

を設置し、専門性の必要な業務については民間への業務委託とし、質の高いサ

ービスを提供していく。 

 

（２）保育所等訪問支援事業 

ア 目的 

障害を有する、又は発達に遅れのある児童及びその保護者並びに保育所等の

職員に対し、児童が集団生活に適応できるよう、児童の心身の状況及び置かれ

ている環境に応じた支援を実施し、児童の健やかな育成と福祉の増進を図る。 

イ 根拠・関連法令 

   児童福祉法、入間市児童発達支援事業及び保育所等訪問支援事業実施規則 

ウ 対象 

   市内に在住の障害を有する、又は発達に遅れのある児童。 

エ 対応者 

   保育士、作業療法士 

オ 内容 

・ 児童の集団生活適応のための専門的な支援に関すること 

・ 保護者への相談及び支援に関すること 

・ その他支援事業の目的を達成するために必要なこと 

・ 保育所等の職員への相談及び支援に関すること 

児童が通園する施設を月１～２回程度訪問し、集団生活への適応に向けた支

援と、保育所等の職員への助言等を行う。 

カ 実績 

   利用児童数 

・令和元年度 ２名（訪問回数 ２５回） 

キ 事業の経過 

平成２９年度、児童福祉法に基づく指定保育所等訪問支援事業所として開始。 

ク まとめ 

社会情勢の変化に伴い、発達支援に関する市民ニーズも多様化しており、保

育所等訪問支援のニーズは今後も高まっていくと考えられる。切れ目のない一

貫した支援を総合的に実施するため、児童発達支援センターを設置し、専門性
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の必要な業務については民間への業務委託とし、質の高いサービスを提供して

いく。 

 


